
新しい職務発明制度普及
HP（予定）

平成２７年度産業財産権制度問題調査研究として実施した、企業等における職務発明
規程の策定手続等に関する国内ヒアリング結果の概要

e. 企業等における職務発明規程の策定手続等に関する調査研究

平成○年○月○日にて産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会にてとりま
とめた指針案

a. 指針案

上記指針案をわかりやすくまとめた資料
指針案に関するQ&A

b. 指針案の概要

今後中小企業等が職務発明規程を導入するにあたり、参考として、その場合に作成す
る職務発明規程の例（ひな形）等を紹介

c. 中小企業向けページ

・パリ条約 ・知的財産基本法 ・特許法 ・意匠法 ・実用新案法
・労働基準法 ・労働組合法 ・労働契約法

（参考）他の法令 ※リンク

我が国における職務発明制度の説明

新しい職務発明制度の概要

大学特有の事情を踏まえ、大学における職務発明の運用に関する資料を掲載

d. 大学向けページ

f. 知財総合支援窓口 ※リンク

知財総合支援窓口の御案内
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指針案に関するＱ＆Ａの
例（予定）

指針案に関するＱ＆Ａ

【Q１】
使用者等が発明者たる従業者等から職務発明について特許を受ける

権利を取得した場合、特許を出願をしないケースであっても、使用者等は
当該従業者等に対して相当の利益を付与する必要がありますか。

【A１】
従業者等が契約、勤務規則その他の定めにより職務発明につい

て使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合には、当該職務
発明について当該使用者等が特許を出願をしたか否かにかかわら
ず、当該従業者等は相当の利益を受ける権利を有します（改正特
許法第３５条第４項）。

具体的な相当の利益の内容は、指針に記載の適正な手続に従っ
て、契約、勤務規則その他の定めに基づき決定します（同条第５
項・第６項）。

また、相当の利益の内容につき定めがない場合又はその定めた
ところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められる
場合には、同条第７項の考慮要素に基づいて、裁判所が相当の利
益の内容を決定することとなります。この場合において、営業秘密
又はノウハウとして保持されている職務発明により、独占的利益が
生じているときは、当該従業者等に対して相当の利益を付与する必
要があると考えられます。

＜参考＞
○平成２７年知的財産高等裁判所判決 （平成２６年（ネ）第１０１２６号）

（※平成１６年改正後の特許法第３５条（職務発明制度）適用事例）

「（２） 独占的利益の有無について
使用者等は，職務発明について無償の法定通常実施権を有するから（特許法３５条１項），
相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は，特許権を受ける権利を
承継したことにより，他者を排除し，使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施できる
という利益，すなわち，独占的利益の額である。この独占的利益は，法律上のものに限ら
ず，事実上のものも含まれるから，発明が特許権として成立しておらず，営業秘密又はノ
ウハウとして保持されている場合であっても，生じ得る。 ・・・（中略）・・・本件発明が営業秘
密として保持されていることによる独占的利益は、およそ観念し難い。」
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指針案に関するＱ＆Ａの
例（予定）

指針案に関するＱ＆Ａ

【Q２】
契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受

ける権利を取得させることを定める場合（改正特許法第３５条第３項）、同
条第５項に規定されている協議等の手続を行う必要はありますか。

【A２】
契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許

を受ける権利を取得させることを定める場合、改正特許法第３５条第
５項に規定されている協議等の手続を行う必要はありません。

同条第３項の「契約、勤務規則その他の定め」は、使用者等に特許
を受ける権利を取得させることをあらかじめ定めるものであり、これに
より職務発明の特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等
に帰属することとなります。他方、同条第５項の「契約、勤務規則その
他の定め」は、相当の利益について定めるものです。

したがって、同条第３項の「契約、勤務規則その他の定め」と、同条
第５項の「契約、勤務規則その他の定め」は、概念上別の定めであり、
仮に、相当の利益についての定めについて同条第５項の不合理性が
肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に当該特許を受け
る権利を取得させることについての定め及び同条第３項に基づく権利
帰属の有効性が否定されることはありません。
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